
窓口支払
3,000円

医療を提供

３か月後2,500円を給付 岡谷市

医療機関など

受給者

窓口支払
500円

医療を提供

2,500円
支払

岡谷市

医療機関など

受給者

岡谷市福祉医療費給付金制度
（子ども医療費助成）のご案内
 8月から子ども医療費の給付方式が変わります
　病院などで診療を受けた際、これまでは窓口で一部負担金
（保険診療分）をいったん支払った後に、市から福祉医療費給
付金を給付していましたが、平成30年8月診療分から、中学3
年生までの子ども（ひとり親家庭などや障がいでの受給資格の
子どもを含む）は、窓口で500円（1医療機関などにつき1か月
上限500円）支払うことで、医療を受けられるようになります。

●（例）窓口支払いが3,000円の場合

受給者証は、
現在お使いの受給者証（若草色）から新しい
受給者証（あじさい色：左上に 現物 と記載）
に変わります。

特集2

広
告

現在の給付方式（自動給付方式）

◀現在の受給者証

新しい受給者証▶

新しい給付方式（現物給付方式）
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　問合せ●医療保険課（内線1174）

新
し
い
受
給
者
証
は
、
県
内
す
べ
て
の
医
療
機
関
な
ど

で
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

新
し
い
給
付
方
式
（
現
物
給
付
方
式
）
に
対
応
し
て
い
な

い
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
し
た
場
合
は
、
後
日
、
市
役

所
で
福
祉
医
療
費
給
付
の
申
請
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

「
ひ
と
り
親
家
庭
等
」ま
た
は「
障
が
い
者
」医
療
費
助
成

を
受
け
て
い
る
場
合
、受
給
者
証
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

中
学
３
年
生
ま
で
は「
子
ど
も
医
療
費
助
成
」が
優
先
さ
れ

ま
す
の
で
、「
子
ど
も
医
療
費
助
成
」受
給
者
証（
あ
じ
さ

い
色
）
を
郵
送
し
、
中
学
校
を
卒
業
す
る
際
に
「
ひ
と
り
親
家
庭

等
」ま
た
は「
障
が
い
者
」受
給
者
証（
若
草
色
）を
郵
送
し
ま
す
。

１
医
療
機
関
の
通
院
で
保
険
診
療
分
の
自
己
負
担
額
が

５
０
０
円
に
満
た
な
い
場
合
は
、
い
く
ら
の
支
払
い
に
な

り
ま
す
か
？

自
己
負
担
額（
保
険
診
療
分
）が
４
８
０
円
の
場
合
、
窓

口
で
４
８
０
円
を
支
払
い
、
同
一
月
に
２
回
目
以
降
の
受

診
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
差
額
の
20
円
ま
で
の
支
払
い
と
な
り

ま
す
。 学

校
や
保
育
所
な
ど
で
の
負
傷
や
疾
病
の
場
合
、
ど
の

よ
う
に
受
診
す
れ
ば
い
い
で
す
か
？

学
校
な
ど
の
管
理
下
に
お
け
る
負
傷
や
疾
病
の
場
合
は
、

原
則
と
し
て
福
祉
医
療
の
助
成
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

受
診
の
際
に
は
受
給
者
証
は
使
わ
ず
、
学
校
な
ど
の
管
理
下
に

お
け
る
負
傷
や
疾
病
で
あ
る
こ
と
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
伝
え
、

自
己
負
担
額（
保
険
診
療
分
）で
あ
る
３
割（
未
就
学
児
は
２
割
）

を
支
払
っ
た
後
、
学
校
な
ど
で
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

の
災
害
共
済
給
付
金
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
８
月
以
降
、
中
学
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
は
有

効
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、
現
在
使
っ
て
い
る
受
給

者
証（
若
草
色
）を
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す

　

７
月
中
に
新
し
い
受
給
者
証（
あ
じ
さ
い
色
）を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
届
か
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
現
在
使
っ
て
い
る
受
給
者
証
は
、

８
月
以
降
、
市
役
所
ま
た
は
３
支
所
に
返
却
す
る

よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
有
効
期
間
内
に
資
格
を
喪
失
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す

　

市
外
へ
の
転
出
、
生
活
保
護
を
受
け
る
な
ど
、

受
給
資
格
を
失
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
受
給
者

証
を
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

◆
国
や
県
な
ど
、
他
の
公
費
負
担
医
療
制
度
の
受

給
者
証
を
お
持
ち
の
み
な
さ
ん
へ

　

福
祉
医
療
制
度
よ
り
も
、
国
や
県
な
ど
他
の

公
費
負
担
医
療
制
度
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
受
診

の
際
は
、
保
険
証
、
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
と
一

緒
に
、
国
や
県
な
ど
他
の
公
費
負
担
医
療
の
受

給
者
証
を
、
医
療
機
関
・
薬
局
な
ど
の
窓
口
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
福
祉
医
療
費
の
自
己
負
担
金
に
つ
い
て

　

岡
谷
市
で
は
、
１
レ
セ
プ
ト
あ
た
り
５
０
０
円

を
自
己
負
担
金
と
し
て
設
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の

自
己
負
担
金
は
医
療
機
関
の
事
務
手
数
料
で
は

な
く
、
と
も
に
制
度
を
支
え
合
う
一
員
と
し
て
、

受
給
者
の
み
な
さ
ん
に
も
ご
負
担
い
た
だ
く
も
の

で
す
。
こ
の
制
度
を
将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て
い

く
た
め
に
も
、
制
度
の
し
く
み
や
目
的
な
ど
を
ご

理
解
の
う
え
、
適
正
な
受
診
を
お
願
い
し
ま
す
。

福祉医療費給付金制度 よくある質問 Q&A

広
告

【
市
か
ら
の
お
願
い
】
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